
仙平

償

「
せ

　

県
内
の
試
験
場
等
で
行
う
農
業
研
修
で
、
作
物
、
野
菜
、

花
き
、果
樹
、肉
用
牛
、酪
農
等
の
研
修
コ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
申
込
締
切
／
１
月
15
日
金

●
問
合
せ
／
農
山
村
活
性
課（
西
木
庁
舎
）☎（
43
）２
２
０
６

※
募
集
要
項
等
は
こ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

http://w
w

w
.pref.akita.lg.jp/atkikaku/

　

こ
れ
ま
で
は
、
一
定
規
模
以
上
の
建
築
物
や
工
作
物
な

ど
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
秋
田
県
の
景
観
を
守
る
条
例
に

基
づ
き
届
出
の
手
続
き
が
必
要
で
し
た
が
、
平
成
28
年
１

月
１
日
か
ら
は
、
仙
北
市
の
地
域
性
を
活
か
し
た
独
自
の

景
観
計
画
、
景
観
条
例
に
よ
り
、
届
出
を
行
っ
て
も
ら
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

対
象
区
域
は
仙
北
市
全
域
と
し
、
周
辺
景
観
に
与
え
る

影
響
の
大
き
い
一
定
規
模
以
上
の
建
築
物
や
工
作
物
な
ど

の
行
為
に
つ
い
て
、
届
出
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

仙
北
市
ら
し
い
、良
好
な
景
観
づ
く
り
に
市
民
、事
業
者
、

行
政
が
協
働
し
て
取
組
み
、
景
観
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

な
お
、
景
観
計
画
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、都
市
整
備
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
／
都
市
整
備
課（
西
木
庁
舎
） 

☎（
43
）２
２
９
５

　

平
成
28
年
度
の
償
却
資
産
の
申
告
時
期
に
な
り
ま
し
た
。

平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
所
有
の
償
却
資
産
に
つ
い
て
、

申
告
書
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

平
成
27
年
中
に
申
告
さ
れ
た
方
に
は
、
申
告
書
を
12
月
下

旬
に
発
送
し
て
い
ま
す
が
、
新
規
に
事
業
を
開
始
さ
れ
た
方

な
ど
お
手
元
に
届
か
な
い
場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
市
県
民
税
申
告
相
談
の
と
き
に
減
価
償
却
費
の
申
告
を
し
て
い

る
と
い
う
方
で
も
、
固
定
資
産
税
の
償
却
資
産
の
申
告
と
は
別

に
な
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

●
申
告
し
て
い
た
だ
く
方
／
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、
仙

北
市
内
で
工
場
や
商
店
、
農
業
な
ど
を
営
ん
で
い
る
方
、

駐
車
場
や
ア
パ
ー
ト
を
貸
し
付
け
て
い
る
方
で
、
法
人

や
個
人
を
問
わ
ず「
償
却
資
産
」を
所
有
さ
れ
て
い
る
方

●
提
出
期
限
／
２
月
１
日
月

●
提
出
先
／
税
務
課
、
角
館
・
西
木
地
域
セ
ン
タ
ー
、
各
出

張
所

●
償
却
資
産
と
は
／
法
人
や
個
人
が
事
業
を
営
む
た
め
に
所

有
し
て
い
る
構
築
物
、
機
械
、
工
具
、
器
具
、
備
品
な

ど
の
固
定
資
産
を「
償
却
資
産
」と
い
い
、
土
地
・
家
屋

と
同
じ
く
固
定
資
産
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
に

は
農
業
用
機
械（
軽
自
動
車
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
も
の

は
除
く
）も
含
み
ま
す
。

●
個
人
・
法
人
番
号
の
記
入
に
つ
い
て
／

　

償
却
資
産
申
告
書
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
欄
が
新
設
さ
れ

ま
し
た
。
個
人
の
方
は
12
桁
の
個
人
番
号
、
法
人
は
13
桁
の

法
人
番
号
を
所
定
の
記
載
欄
に
右
詰
め
で
記
載
い
た
だ
く
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
合
せ
／
税
務
課
固
定
資
産
税
係

　
（
田
沢
湖
庁
舎
）　

☎（
43
）１
１
１
７

　

身
近
な
技
や
知
恵
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
今
、
仙
北
市
で

は
卓
越
し
た
技
術
や
技
能
を
も
つ
市
民
を「
せ
ん
ぼ
く
ふ
る

さ
と
マ
イ
ス
タ
ー
」に
認
定
し
、
そ
の
技
術
の
継
承
や
後
継

者
の
育
成
を
図
る
た
め
の
活
動
を
支
援
し
ま
す
。

　

自
薦
、
他
薦
を
問
わ
ず
、
た
く
さ
ん
の
匠（
マ
イ
ス
タ
ー
）

の
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

●
応
募
要
件
／

①
仙
北
市
に
１
年
以
上
住
ん
で
い
る
方

②
技
や
知
識
が
一
般
に
比
べ
優
れ
て
い
る
こ
と

③
技
の
継
承
に
意
欲
が
あ
り
、
継
続
的
に
活
動
で
き
る
方

●
応
募
方
法
／
自
薦
・
他
薦
に
関
係
な
く
、
所
定
の
推
薦
書
に

よ
り
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。推
薦
書
は
、持
参
、フ
ァ
ッ
ク
ス
、

郵
送
、電
子
メ
ー
ル
で
商
工
課
へ
随
時
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
推
薦
書
は
、
市
役
所
の
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
準
備
し
て

い
ま
す
。

●
調
査
・
選
考
／
推
薦
書
の
提
出
を
受
け
、
調
査
・
選
考
を

行
い
ま
す
。

●
認
定
／
調
査
・
選
考
後
、
認
定
者
を
発
表
し
ま
す（
毎
年

度
10
人
認
定
予
定
）。

　

認
定
者
に
は
賞
賜
金
１
万
円
と
認
定
証
を
授
与
す
る
ほ

か
、
広
報
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
広
く
Ｐ
Ｒ
し
ま
す
。

●
継
承
活
動
の
支
援
／
マ
イ
ス
タ
ー
が
行
う
継
承
活
動
等
へ

報
奨
金
を
支
払
い
ま
す
。

●
応
募
・
問
合
せ
先
／
仙
北
市
観
光
商
工
部
商
工
課

　

せ
ん
ぼ
く
ふ
る
さ
と
マ
イ
ス
タ
ー
担
当

　

〒
０
１
４-

０
３
１
８  

仙
北
市
角
館
町
中
町
36 

中
町
庁
舎

　

☎（
43
）３
３
５
１   

FAX（
54
）４
１
０
２

　

E-m
ail  shoko@

city.sem
boku.akita.jp

北
市
景
観
計
画
の
届
出

制
度
が
始
ま
り
ま
す

成
28
年
度
未
来
農
業
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

育
成
研
修
生
募
集
中（
追
加
）

却
資
産
の
申
告
書
の

提
出
に
つ
い
て

ん
ぼ
く
ふ
る
さ
と
マ
イ
ス
タ
ー
」

大
募
集

あ
な
た
の
技
や
知
恵
を
市
の
財
産
に

土
　

県
で
は「
土
砂
災
害
防
止
法
」
に
基
づ

き
、
土
砂
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ

る
区
域
の
現
地
調
査（
地
形
・
地
質
等
）

を
進
め
て
い
ま
す
。
今
後
は
こ
の
調
査
結

果
を
も
と
に
、
土
砂
災
害
か
ら
住
民
の
皆

砂
災
害
防
止
法
に
基
づ
く
調
査
結
果
に

関
す
る
説
明
会

●日時と会場／

対象地区 日時 会場

（田沢湖地区）

　  先達、田沢、潟地区
１月１２日（火） １４時～ 仙北市田沢出張所

（西木地区）

　  西明寺、小山田地区
１月１３日（水） １４時～ 西木総合開発センター

（角館地区）

　  白岩、山谷川崎、

　  小勝田、西長野地区
１月１４日（木） １４時～ 角館交流センター

さ
ま
の
生
命
を
守
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
区

域
に
つ
い
て「
土
砂
災
害
警
戒
区
域
」
や

「
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
」
に
指
定
す

る
予
定
で
す
。

　

今
年
は
次
の
地
区
を
対
象
に
調
査
を

行
っ
て
お
り
、
こ
の
調
査
結
果
の
説
明
会

を
上
記
の
日
時
に
開
催
し
ま
す
。
対
象
地

区
の
皆
さ
ま
は
、
ご
多
忙
の
と
こ
ろ
恐
れ

入
り
ま
す
が
、
ご
出
席
く
だ
さ
る
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。
な
お
、
今
後
、
調
査
結
果

を
踏
ま
え
、
市
で
は
土
砂
災
害
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
を
作
成
し
て
、
対
象
地
区
の
皆
さ

ま
に
配
付
す
る
予
定
で
す
。

●
説
明
内
容
／

①
土
砂
災
害
警
戒
区
域
と
土
砂
災
害
特
別

警
戒
区
域
に
つ
い
て

②
上
記
区
域
で
行
わ
れ
る
施
策
と
制
限
さ

れ
る
行
為
に
つ
い
て

③
警
戒
避
難
体
制
の
整
備
に
つ
い
て

●
問
合
せ
／

【
土
砂
災
害
防
止
法
、
区
域
指
定
、

対
象
範
囲
に
関
す
る
こ
と
】

　

秋
田
県
仙
北
地
域
振
興
局
建
設
部
企
画

調
査
課
企
画
調
査
第
二
班　

　

☎
０
１
８
７（
63
）３
１
１
２

【
会
場
、
土
砂
災
害
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
に

関
す
る
こ
と
】

　

総
合
防
災
課（
田
沢
湖
庁
舎
）

　

☎（
43
）１
１
１
５

申
　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
た
場

合
は
、
原
則
と
し
て
１
割（
所
得
の
多
い

方
は
３
割
）の
窓
口
負
担
で
医
療
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
加
入
す

る
こ
と
で
従
来
よ
り
窓
口
負
担
が
軽
く
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
全
て
の

被
保
険
者
の
方
か
ら
所
得
に
応
じ
た
保
険

料
を
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す（
加
入
す
る

こ
と
で
従
来
よ
り
保
険
料
負
担
が
低
く
な

る
場
合
と
高
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

●
申
請
に
必
要
な
も
の
／

◎
加
入
前
の
被
保
険
者
証
等

◎
印
鑑

◎
障
が
い
の
程
度
が
分
か
る
も
の

　
（
身
体
障
害
者
手
帳
、
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
、
療
育
手
帳
の
う
ち
い
ず

れ
か
１
つ
）

※
障
害
認
定
で
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

す
る
場
合
、
加
入
月
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
保
険
料
を
ご
負
担
い
た
だ
き
ま
す
。

※
月
の
途
中
で
認
定
を
受
け
る
場
合
、
そ
れ
ま

で
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
と
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
と
で
そ
れ
ぞ
れ
高
額
療
養
費
の
自

己
負
担
限
度
額
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
月
の
病
院
等
で
支
払
う
自
己
負
担
額
が

最
大
２
倍
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
問
合
せ
／
市
民
生
活
課
国
保
年
金
係

　
（
角
館
庁
舎
）　

☎（
43
）３
３
１
６

請
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

65
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
で
、
一
定
の
障
が
い
を
お
持
ち
の
方
へ

●後期高齢者医療制度に加入することができる障がいの程度／
判定基準となる手帳 障がいの程度

身体障害者手帳
１級、２級、３級、４級の一部（音声機能・言語機能、そしゃく機

能の４級の障がいまたは下肢障害４級の１号・３号・４号）

療育手帳 重度（Ａ）

精神障害者保健福祉手帳 １級、２級

●医療費の窓口負担／
後期高齢者医療制度以外の医療保険制度

後期高齢者医療制度
６５歳～６９歳までの方 ７０歳～７４歳までの方

３割 ２割
（昭和１９年４月１日生まれまでの方は１割）

（所得の多い方は３割）
１割　（ 所得の多い方は３割 ）

▼総務課　☎ 43-1111

▼田沢湖地域センター（サポートセンター）　☎ 43-1147

ホームページ　http://www.city.semboku.akita.jp/

ｆａｃｅｂｏｏｋ　https://www.facebook.com/sembokucity

▼角館地域センター（サポートセンター）　☎ 43-3309

▼西木地域センター（サポートセンター）　☎ 43-2200

▼桧木内出張所（サポートセンター）　 ☎ 48-2001

▼上桧木内出張所（サポートセンター）　☎ 49-2159

▼田沢出張所（サポートセンター）　☎ 43-1351

▼神代出張所（サポートセンター）　☎ 43-1352

市 information
役所からのお知らせ
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十
分
に
眠
れ
て
い
な
い
、
な
か
な
か
寝
つ
け
な
い
な
ど

眠
り
に
関
す
る
お
悩
み
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

５
人
に
１
人
が
不
眠
や
睡
眠
不
足
と
い
わ
れ

日
中
の
活
動
や
充
実
度
な
ど
に
大
き
く
影
響
し
ま
す
。

毎
日
を
元
気
に
過
ご
す
た
め
に
普
段
の
眠
り
を
見
直
し
ま
し
ょ
う
。

生活を豊かにする眠り仙北市保健課 ☎55-1112問合せ

健康ワンポイント

十分な眠りのための　    要素

　睡眠時間の長さ
必要な睡眠時間には個人差があるものの、成

人は７～８時間、高齢者は６～７時間が目安。

　睡眠をとるタイミング
夜更かし＋朝寝坊や不規則な生活を続けて

いると心身の不調が起きやすくなります。

自分なりに規則正しく、日付が変わる前に

は就寝することが望ましいといえます。

　睡眠の質
夜中に何度も目が覚めたり、朝起きたとき

に疲労感がある方は睡眠の質が低下してい

る可能性があります。

睡眠の大切な役割

しっかり眠ることで疲労物質が取り除

かれストレスも軽減・解消されます。

睡眠中は成長ホルモンが多く分泌され

る貴重な時間です。子どもの成長だけ

でなく、古くなった皮フやケガの回復

促進、若さの維持にも役立ちます。

睡眠不足はホルモンの影響により食事

量や回数が増え肥満につながります。

不眠や睡眠不足の人は、高血圧、糖尿病、

脂質異常症などのリスクが高くなると

いわれています。

心と体をリフレッシュ

ホルモンを分泌して体をつくる

食べ過ぎを抑えて肥満予防

生活習慣病のリスクを下げる

不眠や睡眠不足は病気が原因の場合もあります。つらさが続く方は専門機関へ相談しましょう！

３

市
営
住
宅

入
居
者
募
集

●
募
集
期
間
／
１
月
４
日 

月 

～
18
日 

月

●
募
集
住
宅
／

【
さ
く
ら
ぎ
の
里 

Ｄ-

３-

３（
築
18
年
）】

◎
住
所
／
角
館
町
雲
然
荒
屋
敷
４
０
９

◎
規
格
／
３
戸
長
屋
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

◎
階
数
／
2
階
建

◎
月
額
家
賃
／
２
万
２
７
０
０
円
か
ら

　
（
所
得
額
に
よ
る
）

◎
月
額
駐
車
料
金
／
１
区
画
２
０
５
０
円

【
さ
く
ら
ぎ
の
里 

Ｄ-

４-

２（
築
18
年
）】

◎
住
所
／
角
館
町
雲
然
荒
屋
敷
４
０
９

◎
規
格
／
３
戸
長
屋
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

◎
階
数
／
2
階
建

◎
月
額
家
賃
／
２
万
２
７
０
０
円
か
ら

　
（
所
得
額
に
よ
る
）

◎
月
額
駐
車
料
金
／
１
区
画
２
０
５
０
円

【
菅
沢
住
宅 

３-

39（
築
36
年
）】

◎
住
所
／
角
館
町
菅
沢
42-

61

◎
規
格
／
３
Ｄ
Ｋ

◎
階
数
／
３
階
建
２
階

◎
月
額
家
賃
／
１
万
５
６
０
０
円
か
ら

　
（
所
得
額
に
よ
る
）

◎
月
額
駐
車
料
金
／
駐
車
場
な
し

【
菅
沢
住
宅 

４-

49（
築
36
年
）】

◎
住
所
／
角
館
町
菅
沢
42-

61

◎
規
格
／
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ

◎
階
数
／
３
階
建
１
階

◎
月
額
家
賃
／
１
万
５
６
０
０
円
か
ら

　
（
所
得
額
に
よ
る
）

◎
月
額
駐
車
料
金
／
駐
車
場
な
し

【
菅
沢
住
宅 

６-

78（
築
35
年
）】

◎
住
所
／
角
館
町
菅
沢
46-

１

◎
規
格
／
３
Ｄ
Ｋ

◎
階
数
／
３
階
建
３
階

◎
月
額
家
賃
／
１
万
６
３
０
０
円
か
ら

　
（
所
得
額
に
よ
る
）

◎
月
額
駐
車
料
金
／
駐
車
場
な
し

※
月
額
家
賃
の
３
か
月
分
の
敷
金
の
納
付
、
連

帯
保
証
人
が
必
要
と
な
り
ま
す（
抽
選
日
か

ら
10
日
以
内
）。

※
暖
房
器
具
は
、
湿
気
防
止
の
た
め
、
屋
外
給

排
気
式（
Ｆ
Ｆ
式
等
）ま
た
は
電
気
ス
ト
ー

ブ
を
使
用
。

※
申
込
は
１
世
帯
１
戸
限
り
で
す
。

●
入
居
資
格
／
次
の
①
～
⑤
ま
で
の
条
件

に
す
べ
て
あ
て
は
ま
る
こ
と

①
現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と

す
る
親
族
が
あ
る
こ
と（
婚
姻
の
予
約

者
を
含
む
）

②
入
居
希
望
者
の
月
額
所
得
合
計
が
15
万

　

８
０
０
０
円
以
下
。
た
だ
し
、
小
学

校
就
学
前
の
子
ど
も
が
い
る
世
帯
は

25
万
９
０
０
０
円
以
下

③
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
な
者

④
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
者

⑤
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

※
単
身
入
居
の
場
合
は
、
条
件
が
あ
り
ま
す
の

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い（
昭
和
31
年
４
月

１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
は
申
込
可
能
等
）。

※
市
外
在
住
の
方
で
も
入
居
可
能
で
す
。

●
申
込
方
法
／
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
必
要
書
類
を
添
え
て
、
募
集
期
間
内
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い（
当
日
必
着
）。

　
【
個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）を
利
用

（
記
入
）
し
た
場
合
は
別
添
え
必
要
書

類
の
添
付
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん（
仙
北

市
民
の
み
）。】

※
市
外
在
住
の
方
は
添
付
書
類
の
提
出
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

●
提
出
先
・
申
込
書
設
置
場
所
／

　

都
市
整
備
課（
西
木
庁
舎
）、
田
沢
湖
・

角
館
地
域
セ
ン
タ
ー

●
添
付
書
類
／

①
入
居
希
望
者
全
員
の
市
税
の
滞
納
が
な

い
こ
と
を
証
明
で
き
る
も
の

　

各
１
通（
学
生
は
除
く
）

②
入
居
希
望
者
全
員
の
平
成
27
年
度
市
県

民
税
課
税
証
明
書  

各
１
通（
所
得
・
控

除
・
年
税
額
の
記
載
の
あ
る
も
の
）

③
入
居
希
望
者
の
世
帯
の
住
民
票
謄
本
１

通（
省
略
事
項
の
な
い
も
の
・
婚
姻
予

定
者
等
は
各
１
通
）

④
生
活
保
護
受
給
者
は
、
生
活
保
護
受
給

証
明
書　

１
通

⑤
単
身
入
居
者
は
、
戸
籍
謄
本　

１
通

　
（
単
身
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
）

⑥
そ
の
他
特
別
な
事
由
の
書
類

※
い
ず
れ
も
市
役
所
窓
口
で
発
行
し
て
い
ま
す

（
手
数
料
が
掛
か
り
ま
す
）。

●
選
考
方
法
／
応
募
者
多
数
の
場
合
、
書

類
審
査
の
う
え
、
公
開
抽
選（
申
込
人

に
よ
る
く
じ
引
き
）を
行
い
ま
す
。

◎
抽
選
日
時
／
１
月
25
日 

月  

14
時

◎
抽
選
場
所
／
西
木
総
合
開
発
セ
ン
タ
ー

２
階 
農
林
研
修
室（
西
木
庁
舎
隣
）

●
入
居
時
期
／
２
月
１
日 

月 

～

●
問
合
せ
／
都
市
整
備
課
住
宅
公
園
係

　
（
西
木
庁
舎
）　

☎（
43
）２
２
９
５

　

現
在
、仙
北
市
地
域
公
共
交
通
会
議(

事

務
局
：
仙
北
市
企
画
政
策
課)

で
、
将
来

の
仙
北
市
を
見
据
え
た
地
域
公
共
交
通
の

基
本
計
画
で
あ
る「
仙
北
市
地
域
公
共
交

通
網
形
成
計
画
」の
策
定
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
公
共
交
通
に
つ
い
て
皆
さ
ま
の

利
用
実
態
や
ご
意
見
を
当
計
画
の
策
定
に

あ
た
り
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
、

標
記
の
件
で
15
歳
以
上
の
１
５
０
０
人
を

無
作
為
に
抽
出
し
、
年
末
に
調
査
票
を
発

送
し
ま
し
た
。
ま
た
、
実
際
の
公
共
交
通
利

用
者
の
方
々
に
も
運
行
事
業
者
を
通
じ
、

車
内
等
で
調
査
票
を
配
布
し
て
い
ま
す
。

　

調
査
対
象
者
の
方
々
に
は
趣
旨
を
ご
理

解
い
た
だ
き
、
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

●
調
査
回
答
期
限
／
１
月
８
日 

金 

消
印

有
効

●
問
合
せ
／
企
画
政
策
課（
仙
北
市
地
域

公
共
交
通
会
議
事
務
局
：
田
沢
湖
庁
舎
）

　

☎（
43
）１
１
１
２

「
日

常
の
移
動
と
地
域
の

道
路
交
通
に
関
す
る

調
査
」実
施
中
で
す

給
　

平
成
27
年
中
に
給
与
・
賃
金
等（
専

従
者
給
与
や
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
代

も
含
み
ま
す
）を
支
払
っ
た
方
は
、
平

成
28
年
１
月
１
日
現
在
で
仙
北
市
に
住

ん
で
い
る
す
べ
て
の
受
給
者
の
給
与
支

払
報
告
書
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
義

務
が
あ
り
ま
す（
地
方
税
法
第
３
１
７

条
の
６
第
１
項
）。
ま
た
、
支
払
金
額

が
30
万
円
以
下
の
退
職
者
に
つ
い
て

も
、
公
平
・
適
正
課
税
の
観
点
か
ら
提

出
に
ご
協
力
く
だ
さ
い（
地
方
税
法
第

３
１
７
条
の
６
第
３
項
）。

　

給
与
支
払
報
告
書
は
、
給
与
所
得
者

に
と
っ
て
市
県
民
税
の
申
告
に
代
わ
る

重
要
な
資
料
と
な
り
ま
す
の
で
、
正
し

く
記
入
の
う
え
、
必
ず
期
限
ま
で
に
提

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出
し

な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
罰
則
が
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い（
地
方
税
法
第
３
１
７
条
の
７
）。

※
平
成
28
年
度
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出
し

た
受
給
者
の
中
で
、
平
成
28
年
４
月
１

日
現
在
で
給
与
の
支
払
い
を
受
け
な
く

な
っ
た
方
が
い
る
場
合
は
、
４
月
15
日
ま

で
に
給
与
支
払
報
告
書
に
係
る
給
与
所

得
者
異
動
届
出
書
を
提
出
い
た
だ
く
必

要
が
あ
り
ま
す（
地
方
税
法
第
３
１
７
条

の
６
第
２
項
）。

●
給
与
支
払
報
告
書
の
作
成
対
象
者
／

与
を
支
払
っ
た
方
は

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す

平
成
27
年
中
に
給
与
・
賃
金
等
を
支

払
っ
た
方（
個
人
・
法
人
を
問
い
ま
せ

ん
）。
支
払
金
額
30
万
円
以
下
の
退
職

者
に
つ
い
て
も
、
公
平
・
適
正
課
税
の

観
点
か
ら
提
出
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
提
出
期
限
／
２
月
１
日
月

※
早
期
提
出
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

●
提
出
先
／
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在

で
給
与
受
給
者
が
実
際
に
居
住
す
る

住
所
地
の
市
町
村
税
務
課
へ
。

　

仙
北
市
へ
の
提
出
先
は
、
総
務
部
税

務
課
市
民
税
係
と
な
り
ま
す
。

◎
総
括
表　

１
枚

◎
個
人
別
明
細
書　

１
人
に
つ
き
２
組

※
個
人
別
明
細
書
は
、
最
寄
り
の
市
役
所
・

出
張
所
に
備
え
付
け
て
い
ま
す
の
で
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

●
提
出
方
法
／
平
成
27
年
度
当
初
賦
課

時
に
送
付
し
て
い
る
特
別
徴
収
の
し

お
り（
最
終
ペ
ー
ジ
）に
掲
載
し
て
い

る
給
与
支
払
報
告
書（
総
括
表
）を
特

別
徴
収
者
と
普
通
徴
収
者
と
を
そ
れ

ぞ
れ
仕
切
り
紙
を
使
用
し
明
確
に
区

分
し
て
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
普
通
徴

収
者
の
報
告
に
つ
い
て
は
理
由
を
付

す
る
事
項
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

※
総
括
表
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

●
提
出
・
問
合
せ
先
／
税
務
課
市
民
税
係

　
（
田
沢
湖
庁
舎
）　

☎（
43
）１
１
１
７

information市 役所からのお知らせ ▼総務課　☎ 43-1111

▼田沢湖地域センター（サポートセンター）　☎ 43-1147

ホームページ　http://www.city.semboku.akita.jp/

ｆａｃｅｂｏｏｋ　https://www.facebook.com/sembokucity

▼角館地域センター（サポートセンター）　☎ 43-3309

▼西木地域センター（サポートセンター）　☎ 43-2200

▼桧木内出張所（サポートセンター）　 ☎ 48-2001

▼上桧木内出張所（サポートセンター）　☎ 49-2159

▼田沢出張所（サポートセンター）　☎ 43-1351

▼神代出張所（サポートセンター）　☎ 43-1352
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